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Ｐ０７０２４ 
平成１９年度実施方針 

 
バイオテクノロジー・医療技術開発部 

 
１．件名：プログラム名 生物機能活用型循環産業システム創造プログラム 
      （大項目）微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発 
  
 
２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第１号ハ 

 

 

３．背景及び目的・目標 
（１）背景及び目的 

「生物機能活用型循環産業システム創造プログラム」は、工業プロセスや環境関連分野へのバイ

オテクノロジーの利用を促進することにより、生物機能を活用した高度モノ作り社会の構築を図り

つつ、廃棄物、汚染物質等の生分解・処理技術の高度化を通し、環境に調和した循環型産業システ

ムの創造を図るものである。本プロジェクトは上記プログラムの一環として、「微生物機能を活用

した環境調和型製造基盤技術開発/微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術」を

開発する。 

 

我が国が取り組むべき火急の課題である、環境負荷の低減と省エネルギー化の促進による循環型

産業社会の構築には、物質生産プロセス（モノ作り）とその後処理の両面における技術開発が必要

である。後処理においては、第３期科学技術基本計画（平成１８年３月制定）における重点推進４

分野の一つであるライフサイエンス分野において、「生物機能を活用した環境対応技術開発」が重

要な研究開発課題として位置付けられる等、生物機能を活用した廃水、廃棄物の処理技術の高効

率・高度化が求められている。 

従来の産業における廃水・廃棄物処理技術は、①エネルギー多消費・廃棄物多排出、②低処理能

力・対象廃棄物限定等といった課題を抱えている。例えば、①については、現行の廃水処理方法に

おいて、活性汚泥法が全体の約８割を占めており、その曝気に必要な電力量を石油換算エネルギー

として換算すると日本全体のエネルギー需要量の少なくとも約１．９％を占め、エネルギー消費量

が多い。また、現在の廃水処理から発生する余剰汚泥や未利用有機性廃棄物の焼却・埋立処分に係

るエネルギー・コストも相当なものになっている。現状のメタン発酵法においても、適用困難なも

のも含め年間発生する有機性廃棄物の総量約３億トンのうち、適用困難な対象の未利用食品廃棄物

は年間約１,７６０万トンに上っている状況である。②については、産業が多様化する中、多種多

様な産業廃水・廃棄物（高濃度廃水や難分解性物質を含む）に適用可能な処理技術の開発が必要と

されている。 

これまで、このような課題に対し様々な工学的アプローチによる高度化はなされてきたものの、

微生物群自体については、依然としてブラックボックスのままであり、自然の摂理の域を出ていな
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かった。近年になり、我が国の関連研究開発プロジェクトをはじめ国内外において、廃水、廃棄物

の処理における主要な微生物群の分離、同定、機能解明及び主要微生物群のモニタリング技術等の

開発が進められ、知見が集積されつつある。 

そこで、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」

という。）は特定有用微生物（群）の人為的な安定的導入・維持技術、また空間配置・優占化技術

（これらの技術を以下、「デザイン化技術」という）等を開発することにより微生物群の処理効率

を大幅に向上させるなど、処理技術の課題を克服することを目指して本プロジェクトを実施する。 

本プロジェクトでは、我が国の有する知見を活かしつつ、微生物群のデザイン化技術等を開発す

ることにより、省エネルギーで余剰汚泥を大幅に削減し、コンパクトでメンテナンスが容易であり、

あるいは多様な廃水・廃棄物への適用が可能になる高効率型廃水、廃棄物処理（主として活性汚泥

法・メタン発酵法を対象）の基盤技術を確立し、微生物機能を活用した環境調和型産業システムの

創造に資する技術を開発することを目的とする。 

 
（２）目標 
中間目標（平成２１年度） 
① 好気性微生物処理技術における特定有用微生物（群）を人為的に安定的導入・維持するための

技術の開発 
特定有用微生物（群）を選抜・評価し、それらを集団を構成する微生物群に人為的に安定導入・

維持するための技術面での見通しが確実に得られていること。また、以上の開発された技術とそ

の機能を最大限発揮させるためのバイオエンジニアリング技術の成果とを合わせて、約３倍の高

効率化の見通しが確実に得られていること。 
② 嫌気性微生物処理技術における特定有用微生物群を人為的に空間配置させ安定的に維持・優占

化するための技術の開発 

特定有用微生物群を選抜・評価し、それらを集団を構成する微生物群内において人為的に空間

配置させ安定的に維持・優占化するための技術面での見通しが確実に得られていること。また、

デザイン化された微生物群の機能を最大限発揮させるためのバイオエンジニアリング技術を開

発し、その成果を組み合わせ、従来のメタン発酵槽に比べて約５０％のコンパクト化によりシス

テム効率の向上を実現する見通しが得られていることとともに、従来のメタン発酵法では対応が

困難であった性状・組成の有機性廃棄物の種類への適用拡大の見通しが確実に得られていること。 

 
最終目標（平成２３年度） 
① 好気性微生物処理技術における特定有用微生物（群）を人為的に安定的導入・維持するための

技術の開発 

特定有用微生物（群）を、人為的に安定導入・維持するデザイン化技術が開発されており、微

生物群の処理機能の技術的有効性を評価する技術が開発されていること。また、デザイン化され

た微生物群の機能を最大限発揮させるためのバイオエンジニアリング技術を開発し、その成果を

組み合わせることにより、従来の標準活性汚泥法の曝気処理プロセスの約３倍の高効率化を図る

こと。これにより、従来の標準活性汚泥法の曝気処理プロセスでのエネルギー使用量の約２／３

の削減を図ること。 

さらに、実用化に資するための検証可能なテストプラント規模にて評価を行うこと。 
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② 嫌気性微生物処理技術における特定有用微生物群を人為的に空間配置させ安定的に維持・優占

化するための技術の開発 

特定有用微生物（群）を人為的に空間配置させ安定的に維持・優占化するデザイン化技術が開

発されており、微生物群の処理機能の技術的有効性を評価するための技術が開発されていること。

また、デザイン化された微生物群の機能を最大限発揮させるためのバイオエンジニアリング技術

を開発し、その成果を組み合わせることにより、従来のメタン発酵プロセスの約３倍の高効率化

を図ること。これにより、従来のメタン発酵槽容積に比べて約５０％のコンパクト化によりシス

テム効率の向上を実現するとともに、従来のメタン発酵法では対応が困難であった性状・組成の

有機性廃棄物の種類への適用拡大を可能とすること。 
さらに、実用化に資するための検証可能なテストプラント規模にて評価を行うこと。 

 
 
４．事業内容 
４．１ 平成１９年度（委託）事業内容 

省エネルギー効果が大きく高効率の廃水・廃棄物等処理を目指し、微生物群の構成や配置等

を人為的に制御する技術等を開発するため、以下の技術開発を行う。 

① 好気性微生物処理技術における特定有用微生物（群）を人為的に安定的導入・維持するための

技術の開発 

１）特定有用微生物（群）の選抜と特性評価 

集団を構成する微生物群に導入、維持するための特定有用微生物（群）を選抜、特定し、

これらの特性評価を行う。 

２）特定有用微生物（群）の安定的導入・維持技術の開発 

集団を構成する微生物群へ特定有用微生物（群）を安定的に導入する技術、特定有用微生

物（群）を安定的に優占化・維持するための技術、また、必要に応じて、処理にとってマイ

ナス要因となる微生物（群）を排除する技術を開発する。 

② 嫌気性微生物処理技術における特定有用微生物群を人為的に空間配置させ安定的に維持・優

占化するための技術の開発 
１）特定有用微生物群の特性・機能評価 

高効率処理を実現するために、優占的かつ安定的に維持すべき微生物群を特定し、それらの

機能や特性を評価する。 
２）特定有用微生物群のデザイン化技術の開発 

特定した有用微生物と固体表面との相互作用及び微生物間の相互作用を解析・把握するこ

とより、集団を構成する微生物群内において特定有用微生物群を空間配置させ安定的に維

持・優占化するための技術を開発する。 
 
４．２ 平成１9年度事業規模 

石特会計（エネ高） １８８百万円（委託・新規） 

（注）事業規模については、多少の変動があり得る。 
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５．その他の重要事項 
（１）運営・管理 

研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルを最大限に活用して

効率的に研究開発を推進する観点から、研究体制には、研究開発責任者（プロジェクトリーダ

ー）を置き、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 
研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省、プロジェ

クトリーダー及び実施者の責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並

びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、研究開発

委員会を年３回程度実施し、運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダ

ー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 
 

（２）複数年度契約の実施 

原則として平成１９～２０年度の複数年度契約を行う。 

 

６．スケジュール 

（１）本年度のスケジュール 

平成１９年３月上旬・・・部長会 

     ３月中旬・・・運営会議 

     ３月中旬・・・公募開始 

     ４月中旬・・・公募〆切 

     ５月下旬・・・契約・助成審査委員会、採択決定 

 
 
 


